
第

百

二

号

令

和

二

年

五

月

十

二

日

(

火
曜
日)

目

次

規

則

○
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す

る
特
定
事
業
主
等
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人

事

課)

二
八
一
ペ
ー
ジ

告

示

○
土
壌
汚
染
対
策
法
に
基
づ
く
特
定
有
害
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
て
い

る
区
域
の
指
定
の
解
除

(

環
境
管
理
課)

二
八
一

公

示

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

(
農
地
整
備
課)

二
八
二

雑

報

○｢

岐
阜
羽
島
衛
生
施
設
組
合
次
期
ご
み
処
理
施
設
整
備
事
業｣

に
係

る
環
境
影
響
評
価
準
備
書
の
公
告

(

環
境
管
理
課)
二
八
二

規

則

女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
特
定
事
業
主
等
を
定
め
る
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
五
月
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
六
十
七
号

女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
特
定
事
業
主
等
を
定
め

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
特
定
事
業
主
等
を
定
め
る
規

則(

平
成
二
十
八
年
岐
阜
県
規
則
第
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
中｢

第
十
五
条
第
一
項｣

を｢

第
十
九
条
第
一
項｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
二
百
十
一
号

土
壌
汚
染
対
策
法(

平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号)

第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害

物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
汚
染
の
除
去
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
必
要
な
区
域

(

以
下

｢

要
措
置
区
域｣

と
い
う
。)

の
指
定
を
次
の
と
お
り
解
除
す
る
。
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
二
年
五
月
十
二
日



か
ん
が
い
排
水
事
業

(

保
全
合
理
化
型)

事

業

の

種

類

東

沖

地

区

施
行
に
係
る
地
区
名

令
和

二
・

三
・
一
九

工
事
完
了
年
月
日

か
ん
が
い
排
水
事
業

(

保
全
合
理
化
型)

事

業

の

種

類

相

川

左

岸

地

区

施
行
に
係
る
地
区
名

令
和

二
・

三
・
二
三

工
事
完
了
年
月
日

令
和
二
年
五
月
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
を
解
除
す
る
要
措
置
区
域

平
成
二
十
九
年
岐
阜
県
告
示
第
五
百
十
五
号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域(

指
定
解
除
要
措
置
区
域
台

帳
に
示
す
と
お
り)
の
全
部

(
｢

指
定
解
除
要
措
置
区
域
台
帳｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
台
帳
を
岐
阜
県
環
境
生
活
部
環
境
管
理

課
及
び
岐
阜
県
東
濃
県
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

二

指
定
に
係
る
特
定
有
害
物
質
の
種
類

砒ひ

素
及
び
そ
の
化
合
物

三

当
該
要
措
置
区
域
に
お
い
て
講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去(

基
準
不
適
合
土
壌
の
掘
削
に
よ
る
除
去)

公

示

〇
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

次
の
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九

十
五
号)

第
百
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
五
月
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

〇
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

次
の
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九

十
五
号)

第
百
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
五
月
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

雑

報

〇｢

岐
阜
羽
島
衛
生
施
設
組
合
次
期
ご
み
処
理
施
設
整
備
事
業｣

に
係
る
環
境
影
響
評
価
準
備
書

の
公
告

岐
阜
県
環
境
影
響
評
価
条
例(

平
成
七
年
岐
阜
県
条
例
第
十
号)

第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
環
境
影

響
評
価
準
備
書
を
作
成
し
た
の
で
、
同
条
例
第
十
四
条
第
一
項
、
第
十
五
条
第
二
に
お
い
て
準
用
す
る

同
条
例
第
八
条
の
二
第
二
項
及
び
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

令
和
二
年
五
月
十
二
日

羽
島
市
長

松

井

聡

一

事
業
者
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名

称

岐
阜
羽
島
衛
生
施
設
組
合

２

代

表

者

の

氏

名

管
理
者

岐
阜
市
長

柴
橋
正
直

３

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
市
境
川
五
丁
目
一
四
七
番
地

二

対
象
事
業
の
名
称
及
び
種
類

１

名
称

岐
阜
羽
島
衛
生
施
設
組
合
次
期
ご
み
処
理
施
設
整
備
事
業

２

種
類

廃
棄
物
処
理
施
設
の
建
設(

岐
阜
県
環
境
影
響
評
価
条
例
対
象
事
業)

高
層
工
作
物
又
は
高
層
建
築
物
の
建
設(

岐
阜
県
環
境
影
響
評
価
条
例
対
象
事
業)

三

対
象
事
業
が
実
施
さ
れ
る
べ
き
区
域

羽
島
市
福
寿
町
平
方
地
内

四

関
係
地
域
の
範
囲

大
垣
市
、
羽
島
市
、
海
津
市
、
輪
之
内
町
、
安
八
町
の
各
一
部

五

準
備
書
及
び
準
備
書
要
約
書
の
写
し
を
縦
覧
に
供
す
る
場
所
、
期
間
及
び
時
間

１

縦
覧
場
所
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岐
阜
県
庁(

六
階

環
境
生
活
部
環
境
管
理
課
内)

、
岐
阜
市
役
所(

南
庁
舎
二
階

環
境
部

環
境
政
策
課
内)

、
大
垣
市
役
所(

二
階

生
活
環
境
部
環
境
衛
生
課
内)

、
羽
島
市
役
所(

一
階

建
設
部
都
市
計
画
課
内)

、
海
津
市
役
所(

西
館
一
階

市
民
環
境
部
環
境
課
内)

、
岐
南
町
役
場

(

二
階

住
民
経
済
教
育
部
経
済
環
境
課
内)

、
笠
松
町
役
場(

二
階

企
画
環
境
経
済
部
環
境
経

済
課
内)

、
輪
之
内
町
役
場(

一
階

住
民
課
内)

、
安
八
町
役
場(

一
階

住
民
環
境
課
内)

、

岐
阜
羽
島
衛
生
施
設
組
合(

し
尿
処
理
施
設
二
階

施
設
建
設
推
進
課)

２

縦
覧
期
間

令
和
二
年
五
月
十
三
日(

水)

か
ら
令
和
二
年
六
月
十
一
日(

木)

ま
で(

た
だ

し
、
土
曜
日
及
び
日
曜
日
を
除
く
。)

３

縦
覧
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で(

岐
阜
市
役
所
は
、
午
前
八
時
四

十
五
分
か
ら
午
後
五
時
三
十
分
ま
で)

六

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
公
表

準
備
書
は
羽
島
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

(https://w
w
w
.city.hashim

a.lg.jp)

に
お
い
て
も
ご
覧
い

た
だ
け
ま
す
。

七

意
見
書
の
提
出

準
備
書
に
つ
い
て
、
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
の
ご
意
見
を
お
持
ち
の
方
は
、｢

氏
名
、
住
所
、

対
象
事
業
の
名
称
、
ご
意
見(

日
本
語)｣

を
明
記
の
上
、
次
の
方
法
で
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

１

提
出
方
法

羽
島
市
役
所
建
設
部
都
市
計
画
課
ま
で
持
参
い
た
だ
く
か
、
郵
送
で
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

２

提
出
期
間

令
和
二
年
五
月
十
三
日(

水)

か
ら
令
和
二
年
六
月
二
十
六
日(
金)

ま
で(

必

着)

八

説
明
会
の
開
催
を
予
定
す
る
場
所
及
び
日
時

不
二
羽
島
文
化
セ
ン
タ
ー

二
〇
一
会
議
室(

羽
島
市
竹
鼻
町
丸
の
内
六
丁
目
七
番
地)

令
和
二
年
五
月
二
十
日(

水)

午
後
七
時
か
ら

輪
之
内
町
文
化
会
館

リ
ト
ル
ホ
ー
ル(

安
八
郡
輪
之
内
町
中
郷
新
田
一
五
〇
〇
番
地)

令
和
二
年
五
月
二
十
一
日(

木)

午
後
七
時
か
ら

ハ
ー
ト
ピ
ア
安
八

大
会
議
室(

安
八
郡
安
八
町
氷
取
三
〇
番
地)

令
和
二
年
五
月
二
十
二
日(

金)

午
後
七
時
か
ら

九

問
合
せ

羽
島
市
役
所
建
設
部
都
市
計
画
課

電
話

〇
五
八(

三
九
二)

一
一
一
一(

内
線
二
一
三
五)

Ｆ
Ａ
Ｘ

〇
五
八(

三
九
二)

八
二
三
八
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令
和
二
年
五
月
十
二
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


